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第8章 技術責任者(Engineering Manager)制度の導入  

8.1. 技術責任者(Engineering Manager)制度の基本概念 

8.1.1. 技術責任者制度に関する調査団の提案 

技能レベル中位以上(NQF4 以上)のマネージメント・レベルを対象とした技能基準の整備は、

当初よりインドネシア政府から協力が要請されていた事項であり、本調査における主要な

目的として位置づけられている。また、2008 年 10 月に国際協力機構とインドネシア政府と

の間で合意された S/Wにおいては、日本の電力設備の責任者が持つ電気主任技術者(1～3種)

の資格体系を参考に日本側より提案を行うこととなっていた。 

 

インドネシア電力セクターでは、PLN による独占体制から、IPP による新規参入を含めて多

様な事業形態により電力供給設備が運営される体制へと移行している。こうした状況認識

を踏まえ、調査団では、各設備の保安管理を担当する責任の所在を明確に規定し、それを

法的に担保することはインドネシア電力セクターにとって有意義であるとの結論に至った。

そこで、日本の主任技術者制度に準じた「技術責任者(Engineering Manager)」制度の基本概

念をインドネシア側 C/P である MEMR の担当者に紹介し、理解を得た。 

 

以上を踏まえ、第 3 次現地調査では、今後の作業の方向性について C/P 機関と協議を重ね

た結果、日本の主任技術者制度をベースとした「技術責任者」制度の導入を視野に入れ、

それに資する技能基準の策定を優先することとし、NQF レベル 4 以上の整備については、

本調査の成果を踏まえて、インドネシア側で実施していく旨合意に達し、2009 年 8 月 3 日

に行われたステアリング・コミッティーにて承認された。また同月 5 日には、インドネシ

ア電力セクター関係者を招いて第 2 回セミナーを実施し、調査団より技術責任者制度の概

要について説明を行い、好意的な評価を得られた。 
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図 8.1-1 提案する技術責任者制度のイメージ 

 

8.1.2. 技術責任者制度の概要 

調査団が提案した「技術責任者」制度の概要は、5 章 5.1.4 で述べたとおりであるが、以下

に詳細を示す。 

 

[技術責任者制度の目的] 

電力供給設備の建設、運営、維持に関する保安を監督・総括管理する者を各事業者が選任

し、その位置づけを事業者内で明確化するとともに、責任の所在と裁量権を明らかにして

保安体制のチェック・維持を自主的に機能させることで、設備保安の確保を図る。 

 

[電力供給設備の保安に関する管理] 

技術責任者は、所管する電力供給設備の保安について包括的に管理する義務を負う。設備

保安管理に際しては、所管設備の国家安全要件への準拠について留意する。 

 

[保安規程(Safety Rules)に基づく業務の監督] 

技術責任者は、事業者による自主的な設備保安の確保を担保すべく、設備の建設・運営・

維持に従事する者が、保安規程(Safety Rules)に基づき実施されているか、監督する。 

[保安規程の法的な位置付けについては、第 7 章を参照] 

 

[官庁への報告] 

技術責任者は、官庁検査などにおける検査官との対応窓口等、担当する電力供給設備にお

ける説明責任、および電力設備に起因する感電・火災・停電事故発生時の官庁報告等の役

割などが義務づけられる。 

 



 
 
 

第 8 章 技術責任者(Engineering Manager)制度の導入 

8-3 
 

[技術責任者の届出] 

技術責任者の選任・交代・解任が実施された場合には、事業者は速やかに監督官庁に届け

出を行う。 

 

[技術責任者の資格取得] 

事業者によって技術責任者に任命される者は、所定の資格を予め取得していることが求め 

られる。 

 

8.1.3. 技術責任者の配置ならびに組織内での位置付け 

技術責任者の詳細な法的位置付けについては、2009 年 9 月に新電力法（2009 年第 30 号）

が制定されたことから、今後改正作業が行われる政令ならびに大臣令において、DGEEU

が調査団提案に基づき詳細規程を整備していくことになる。 

 

技術責任者に付与される責任・権限が法令で規定されるとしても、1 人の技術責任者が受

け持つ設備規模や範囲については法令では規定せず、各事業者の裁量に委ねられることに

なる。目安としては、既存の事業者の運営実態に合わせて、事業単位(発電所やローカルの

送電・配電事務所など)に 1 人程度を置くのが妥当である。 

 

図 8.1-2 技術責任者を配置する事業単位の例 

また、個別の事業者の組織内における技術責任者の位置付けについても、法令では規定せ

ず各事業者の裁量に委ねられることになる。下図は、事業者組織内における技術責任者の

位置づけについて例示したものである。 
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図 8.1-3 組織内での技術責任者の位置づけ 

 

8.2. 技術責任者が担う職務および役割 

第 3 次現地調査において、調査団より技術責任者制度の概要について、現地側 C/P 機関で

ある MEMR および関係機関より合意が得られたことを踏まえ、技術責任者が担うべき職務

および役割の詳細に関する検討を行った。 

 

調査団が現地関係機関との協議用に用意した、技術責任者の職務および役割に関する資料

の骨子は、以下の通りである。 
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I. 技術責任者の選任 

I-1. 技術責任者の選任義務 

I-2. 技術責任者の資格 

II. 技術責任者の職務と責任 

II-1. 保安業務全般に関するもの 

II-1.1 保安管理に関する年度活動計画の策定 

II-1.2 官庁申請・届出書類の確認 

II-1.3 保安規程ならびに社内マニュアル類の確認、審査 

II-1.4 保安教育の計画・実施、設備部門における教育・訓練状況の確認 

II-1.5 保安管理に関わる社内会議への出席 

II-2. 建設工事に関するもの 

II-2.1 工事計画の確認 

II-2.2 工事設計の国家安全要件適合審査 

II-2.3 工事中の保安巡視 

II-2.4 官庁検査前の自主検査 

II-3. 運転・維持に関するもの 

II-3.1 電気設備施設状況の確認(保安巡視) 

II-3.2 保安業務実施状況の審査 

II-3.3 巡視ルール改定時の対応 

II-3.4 異常もしくは事故発生時の措置 

II-3.5 官庁立ち入り検査への立ち会い 

III． 罰則 

III-1. 法律違反時に技術責任者に課される罰 

III-2. 法律違反時に事業者に課される罰 
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第9章 技術責任者に求められる能力要件および資格制度の整備 

9.1. 技術責任者に求められる能力要件 

調査団は、セミナー、ワークショップそしてステアリング・コミッティーにて関係者と協

議を重ね、日本の電気主任技術者の能力要件・資格制度を参考に、インドネシアへ提案す

るの技術責任者として、必要となる能力要件を分類・抽出した。更に検討結果を

MEMR-DGEEU が保有している既存の技能基準のフォーマットにあわせ、技能基準を作成

するための各種分類・ユニットタイトルとその説明等を第 5 次現地調査で実施した。第 6

次現地調査では、インドネシア側からの追加要請に基づき、技能基準の分類を修正しつつ、

資格内容を定義するための技能要素(Competency Elements)と作業性能基準(Performance 

Criteria)の作成に対しても追加支援を行った。 

 

インドネシア側は調査団の技能基準案を参考として、更に細かい作業性能の条件や能力レ

ベルの評価を行い、最終的に 2010 年末には正式に技術責任者の能力要件を完成することと

なる。 

9.1.1. 調査団が提案した能力要件の基本構成、評価指標 

インドネシア国の電力設備の管理組織および運転体制から、図 9.1-1 のとおり、技術責任者

を設備毎に 5 種類に分類した。水力発電設備は管理する設備の違いにより“土木”と“機械・

電気”に分割した。送電設備および変電設備についてインドネシアでは、組織的に同じ扱い

をしており、送変電設備と統合している。 

 

ここで、技術責任者の導入にあたって、これらの能力要件毎に資格を与えることとなるが、

資格審査には技術的なバックグラウンドや基礎知識として「基本能力」を確認した後、そ

れぞれの設備特有の技能を「建設」「運転」「保守」に分けて、それぞれのスキルを確認す

るように 2 段階審査を提案した。これら審査に際しては、現行の技能基準認定機関が実施

することが最も現実的であり、評価能力やライセンス交付等のノウハウを活かすことがで

きる。具体的には候補者の技能について、筆記試験と口答インタビュー、および関連業務

経験や学歴により審査することとなる。（詳細は 9.2 節を参照のこと） 

 

この提案内容については、インドネシア側からは基本的な賛同を得ており、今後インドネ

シア側で開催されるテクニカルチームで議論され、コンセンサス・フォーラムでステーク
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ホルダーへの意見照会が行われる。 
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図 9.1-1 技術責任者制度の能力評価指標 

(1) 基本能力 ”Basic Competency” 

5 分割したすべての設備に共通して必要となる基本技能である“基本能力 Basic Competency”

は”技能[Skill]”と言うよりは“知識[Knowledge]”であり、具体的には学術的知識、政府への報

告、社員教育、建設・運転・保守の計画、保安規程の遵守の５項目からなる筆記試験をう

けることとなる。 
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図 9.1-2 基本能力の要素 
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(2) 設備別個別技能 ”Facility Specific Competency”  

次に必要となる技能要件は、水力（土木・機械／電気）、火力、送変電、配電設備、それぞ

れ 5 つの設備分野特有の技能であり、このそれぞれの電力設備に対して業務内容別に「建

設」「運転」「保守」に 3 分類される。さらに DGEEU との協議結果で、資格認定には「建設」

「運転」「保守」の業務別 3 分類より更に細かい項目が必要であるとして、以下のとおり修

正が加えられた。 

 

 建設：「計画・設計」「建設工事」 

 運転：「電力供給」「事故復旧」「運転管理」 

 保守：「点検・巡視」「補修作業」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9.1-3 設備別個別技能の構成 

9.1.2. Competency Unit 様式の作成 

インドネシア側からの追加リクエストとして、法制化および実運用にはこの提案内容を関

係者と議論が必要となり、その際には提案内容をインドネシアで使われているフォーマッ

トに合致させるため、分類、振り分け、記載方法の修正が必要となった。調査団は提案内

容が概ねインドネシア側に受け入れられたことから、第 6 次現地調査で法制化への次のス

テップを協議し、インドネシア側からのリクエストに応じて提案した内容を MEMR-DGEEU

のフォーマットに変換・提出した。 
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Specifications

Subcontracting & Procurement Construction Supervision

Safety Management Field Inspection
Evaluation Reporting

Supervision on Site Patrol Patrol Planning

Field Inspection Inspection Planning

Repairing Works Planning Supervision on Designing & 
Specifications

Evaluation of Test Results Supervision on Repairing Works
Field Inspection Subcontracting & Procurement

Field Inspection & Patrol

Repairing & Maintenance 
Works

Transmission & Substation

Operation

Construction

Maintenance

Elements Description

Power Supply

Restoration of Facilities from 
Accidents

Operational Management

Operation Planning Supervision on Operational Procedures

Operation record Maintaining Stable Power Supply

Supervision on operation

Supervision on Emergency Measures Restoration Planning
Supervision on tentative restoration Restoration works
Final reporting

Facilities Management Service Suspension Planning

Safety Management Training & Education

Planning & Designing

Construction Works

Supervision on Planning Construction Planning

Preliminary Survey Supervision on Design & 
Specification

Subcontracting & Procurement Construction Supervision

Safety Management Field Inspection
Evaluation Reporting

Supervision on Site Patrol Supervision on Patrol Planning

Field Inspection Inspection Planning

Repairing Works Planning Investigation & Designing

Subcontracting & Procurement Safety Management
Supervision on Repairing Works Field Inspection

Evaluation of Test Results

Field Inspection & Patrol

Repairing & Maintenance 
Works

Transmission & Substation

Operation

Construction

Maintenance

Elements Description

Power Supply

Restoration of Facilities from 
Accidents

Operational Management

Operation Planning Supervision on Operational Procedures

Operation record Maintaining Stable Power Supply

Supervision on operation

Supervision on Emergency Measures Restoration Planning
Supervision on tentative restoration Restoration works
Final reporting

Facilities Management Service Suspension Planning

Safety Management Training & Education

Planning & Designing

Construction Works

Supervision on Planning Construction Planning

Preliminary Survey Supervision on Design & 
Specification

Subcontracting & Procurement Construction Supervision

Safety Management Field Inspection
Evaluation Reporting

Supervision on Site Patrol Supervision on Patrol Planning

Field Inspection Inspection Planning

Repairing Works Planning Investigation & Designing

Subcontracting & Procurement Safety Management
Supervision on Repairing Works Field Inspection

Evaluation of Test Results

Field Inspection & Patrol

Repairing & Maintenance 
Works

Thermal Power

Operation

Construction

Maintenance

2nd Category 3rd Category

Power Supply

Restoration of Facilities from 
Accidents

Operational Management

Operation Planning Supervision on Operational Procedures

Operation record Maintaining Stable Power Supply

Supervision on operation

Initial Reporting Restoration Planning
Supervision on tentative restoration Restoration works
Final reporting

Facility Management Service Suspension Planning

Safety Management Training & Education

Planning & Designing

Construction Works

Supervision on Planning Construction Planning

Preliminary Survey Supervision on Design & 
Specification

Subcontracting & Procurement Construction Supervision

Safety Management Field Inspection
Evaluation Reporting

Supervision on Site Patrol Supervision on Patrol Planning

Field Inspection Inspection Planning

Repairing Works Planning Investigation & Designing

Subcontracting & Procurement Safety Management
Supervision on Repairing Works Field Inspection

Evaluation of Test Results

Field Inspection & Patrol

Repairing & Maintenance 
Works

Thermal Power

Operation

Construction

Maintenance

2nd Category 3rd Category

Power Supply

Restoration of Facilities from 
Accidents

Operational Management

Operation Planning Supervision on Operational Procedures

Operation record Maintaining Stable Power Supply

Supervision on operation

Initial Reporting Restoration Planning
Supervision on tentative restoration Restoration works
Final reporting

Facility Management Service Suspension Planning

Safety Management Training & Education

Planning & Designing

Construction Works

Supervision on Planning Construction Planning

Preliminary Survey Supervision on Design & 
Specification

Subcontracting & Procurement Construction Supervision

Safety Management Field Inspection
Evaluation Reporting

Supervision on Site Patrol Supervision on Patrol Planning

Field Inspection Inspection Planning

Repairing Works Planning Investigation & Designing

Subcontracting & Procurement Safety Management
Supervision on Repairing Works Field Inspection

Evaluation of Test Results

Field Inspection & Patrol

Repairing & Maintenance 
Works

Hydropower (Mechanical & Electrical)

Operation

Construction

Maintenance

Element Description

Power Supply

Restoration of Facilities from 
Accidents

Operational Management

Operation Planning Supervision on Operational Procedures

Operation record Maintaining Stable Power Supply

Supervision on operation

Initial Reporting Restoration Planning
Supervision on tentative restoration Restoration works
Final reporting

Facility Management Service Suspension Planning

Safety Management Training & Education

Planning & Designing

Construction Works

Supervision on Planning Construction Planning

Preliminary Survey Supervision on Design & 
Specification

Subcontracting & Procurement Construction Supervision

Safety Management Field Inspection
Evaluation Reporting

Supervision on Site Patrol Supervision on Patrol Planning

Field Inspection Inspection Planning

Repairing Works Planning Investigation & Designing

Subcontracting & Procurement Safety Management
Supervision on Repairing Works Field Inspection

Evaluation of Test Results

Field Inspection & Patrol

Repairing & Maintenance 
Works

Hydropower (Mechanical & Electrical)

Operation

Construction

Maintenance

Element Description

Power Supply

Restoration of Facilities from 
Accidents

Operational Management

Operation Planning Supervision on Operational Procedures

Operation record Maintaining Stable Power Supply

Supervision on operation

Initial Reporting Restoration Planning
Supervision on tentative restoration Restoration works
Final reporting

Facility Management Service Suspension Planning

Safety Management Training & Education

Planning & Designing

Construction Works

Supervision on Planning Construction Planning

Preliminary Survey Supervision on Design & 
Specification

Subcontracting & Procurement Construction Supervision

Safety Management Field Inspection
Evaluation Reporting

Supervision on Site Patrol Supervision on Patrol Planning

Field Inspection Inspection Planning

Repairing Works Planning Investigation & Designing

Subcontracting & Procurement Safety Management
Supervision on Repairing Works Field Inspection

Evaluation of Test Results

Field Inspection & Patrol

Repairing & Maintenance 
Works

水力発電設備（土木）

運 転

建 設

保 守

技能要素 技能要素の内容

電力供給

事故復旧

運転管理

運転計画 運転手順等の監督・指導

洪水防止策 運転の監督・指導

運転記録

初期報告 事故復旧計画

応急復旧の監督指導 事故復旧作業

最終復旧

設備管理 停電作業計画

安全管理 教育とトレーニング

計画・設計

建設工事

計画監視 建設計画

事前調査 設計・機能の監督

契約と購入 建設監督

安全管理 現場検査

報告書の評価

現地調査の監督指導 巡視計画の監督指導

現場検査 検査計画

補修作業計画 検査と設計

外注と調達 安全管理

補修作業の監督指導 現場調査

試験結果の評価

現場点検と巡視

補修・保守作業

水力発電設備（土木）

運 転

建 設

保 守

技能要素 技能要素の内容

電力供給

事故復旧

運転管理

運転計画 運転手順等の監督・指導

洪水防止策 運転の監督・指導

運転記録

初期報告 事故復旧計画

応急復旧の監督指導 事故復旧作業

最終復旧

設備管理 停電作業計画

安全管理 教育とトレーニング

計画・設計

建設工事

計画監視 建設計画

事前調査 設計・機能の監督

契約と購入 建設監督

安全管理 現場検査

報告書の評価

現地調査の監督指導 巡視計画の監督指導

現場検査 検査計画

補修作業計画 検査と設計

外注と調達 安全管理

補修作業の監督指導 現場調査

試験結果の評価

現場点検と巡視

補修・保守作業

５設備 

３業務 

各業務の要素
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インドネシア側は、調査団の提案・修正内容をレビューし、2010 年 2 月からステークホル

ダーから構成されるテクニカルチームで同内容の協議を経て、その後、作業性能の条件や

評価手引きをインドネシア側で作成することとなる。そして正式にはエネルギー鉱物資源

大臣の承認を得て、技能基準として制定される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9.1-4 技術責任者の技能基準の策定スケジュール（案） 

 

9.2. 資格認定(Qualification)および免許(Licensing)制度 

実際の技能認証の実施者はどのような機関が適切であるかを考えた場合、既存の電力技術

者技能を認証する IATKI、GEMA PDKB、HAKIT、HATEKDISの4つの認証機関に業務を委

任して、既存のリソースを最大限に活用していくことが最も合理的ではないかと考えられ

る。 

その理由として以下の点が挙げられる。 

 

・基本的には、電力セクターの監督官庁である電力エネルギー利用総局が認証業務を直

接実施するのが理想的であるが、現実的には、監督官庁としての総括的役割を発揮す

るために、認証業務を委託することで合理性を追求し、認証業務の向上・改善を指示

、監督する立場に立つことが望ましいこと 

・既存の認証機関は、これまで電力技術者の技能基準レベル 1～3 の認証業務を実施して

きた実績と知見を十分に有していること 

・4 つの認証機関は、技能基準の評価者を常用で雇用することなく、電力業界における
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経験豊富な実務者や学識経験者を必要に応じて臨時で雇用することにより、認証業務

体制を柔軟に組織するたいへん合理的な運営方法を採っており、技術責任者の能力認

証のために業務範囲を新たに拡大するとしても柔軟に対応することが可能と判断され

ること 

・評価者を臨時で雇用するにあたっては、彼らを評価した上で採用をしていること、つ

まり、業務年数・経験が豊富な管理者レベルに相当する実務者を評価する能力を有し

ていること 

 

実際の技術責任者の認証にあたっては、既に実施している評価者審査の手法を基盤に、技

術責任者の技能基準評価クライテリアに基づいて認証を遂行すれば、導入時の混乱や支障

はほとんど発生しないと考えられる。 

 

次に、免許制度について提案を行いたい。 

技術責任者の免状は、次のいずれかに該当する者がエネルギー鉱物資源大臣から交付を受

けることができるものとする。 

 

(a) 認証機関が実施する審査に合格したもの。なお、受験資格は無条件とする。 

(b) 省令で定める学歴又は資格及び実務の経験を有する者 

(c) (a)(b)の者と同等以上の知識及び技能を有するとエネルギー鉱物資源大臣が認定し

た者 

 

技術責任者制度の運用が開始されるにあたり、制度導入時の移行期間に対応するため、暫

定的な「みなし認定」が必要になると考えられる。(c)の免許付与は、こうした事態に対応

するための補足的な規定である。詳細は次節において触れる。 

 

9.3. 制度導入に向けた条件整備(今後の方向性) 

技術責任者制度が開始されるにあたっては、制度の施行日までに、インドネシアにおける

電力事業者の全てのサイトにおいて、必要な数の技術責任者が選任されていることが理想

的な制度開始の方法といえる。しかしながら、1 万数千近くの島々から構成されるインド

ネシアの国情を勘案するに、上記のような一斉施行は不可能と言える。よって、現実的に

は、制度施行後の移行期間を設けて、事業者側の体制が暫時整備されるように図っていく

方法が制度導入の望ましい形といえる。 

 

さらなる理想を言えば、選任される技術責任者全員が前節で提案した資格条件(a)(b)による
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免許付与を受けた者であるべきである。しかしながら、これも制度導入に伴う混乱と負担

を最小限にとどめるために、事業者の各サイトで就業している既存の実務者のなかから技

術責任者を選任できるよう、資格条件(c)による「みなし認定」によって制度移行に対応す

るべきである。ただし、移行期間終了後は、みなし認定は原則的に実施しないこととし、

資格条件(a)(b)による技術責任者の供給を図っていくべきである。 

 

9.4. 技術責任者養成のための人材育成 

技術責任者の資格認定試験については、実務経験のない受験者にとってはたいへん狭き門

となる。ただし、この試験が持つ難関度は堅持するべきである。なぜならば、技術責任者

は、電力設備の安全全般に対して責任を持つマネージャーという役職に立つわけであり、

実質的に実務経験が備わっていなければそのような役割を発揮することは相当難しいこと

は自明である。技術責任者という資格が、それなりの地位と責任を有した資格であること

を業界内および世間一般に認知されるためにも、ハードルは高く設定されるべきと考えら

れる。 

 

上記の趣旨を踏まえた人材育成を考慮すると、実務経験の中で能力を培っていくことが最

も有効な手段といえる。一方、(a)の受験資格には制限を設けないこととしているが、原則

として誰にでも門戸が開かれていると言える。日本でも、試験合格を目指す受験者の多く

は、実務経験を積んだ人たちであり、試験問題も事後に公開されていることから、自己啓

発の側面も含めて受験者自身が自己研鑽に努めて合格を果たしている。受験者の自発的な

モチベーションに期待することで、人材育成の流れが自然発生的に生まれており、結果と

して電力技術の向上、設備安全の確保につながっているのが実態である。インドネシアに

おいても、このような潮流に任せて人材が養成されるスタイルは十分に機能すると思われ

る。 

 

日本の状況を踏まえると、前記のような素地がインドネシアの電力セクターにも醸成され

ることで、電力設備の保安確保に対する意識が電力関係者に幅広く広がっていくことが期

待される。しかしながら、当然、MEMR トレーニングセンターの活用は不可欠である。既

存の MEMR トレーニングセンターの役割として、NQF レベル 1～3 の試験合格を目指す者

ならびに不合格となった者に対して、専門の講師達が補完講義を提供しているが、このよ

うな政府機関による手厚いバックアップ体制は日本ではみられないものである。MEMR ト

レーニングセンターという既存のリソースを活用して、技術責任者の技能認定の講義・試

験対策等を行っていくことは、技術責任者となる人材を育成していく上では最も有効な方

策である。よって、MEMR トレーニングセンターは、NQF レベル 1～3 に対して既に人材
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育成プログラムを実施していることから、このポリシーを援用し、調査団が提案した技術

責任者の技能基準をベースとして、技術責任者養成のための人材育成制度を構築すること

になる。 

 

9.5. 資格取得後の能力維持方策 

技術責任者は、職務を遂行する上で当然のごとく誠実義務が課されている。よって、誠実

義務違反に相当する行為が明らかである場合には、エネルギー鉱物資源大臣は技術責任者

に対して免許の返納を命じることができる。これにより、技術責任者の免許は剥奪される。 

 

一方で、上記のような違反行為を犯さない限り、つまり欠格事由に該当しない限りは、免

許は永久資格として維持される。技術責任者の資格の性質上、職工技能が問われるという

よりも、個人的な実務経験に基づく管理能力が大きな要素を占めるので、その能力に相当

する有資格者が、これまでに備えた管理能力を容易に喪失するということは考えにくい。

よって、NQF レベル 1～3 で実施されているような、3 年に一度といった資格の更新は、技

術責任者の資格においては必ずしも踏襲する必要はない。 
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第10章 法制化に向けた検討 

10.1. 法令改正の動向 

10.1.1. 新電力法の成立および関連制令等の整備状況 

3.1.1 節「新電力法の成立及び関連政令等の整備状況」で述べた通り、2009 年 9 月、電力セ

クターの構造改革を踏まえた「電力に関する法令 2009 年 30 号」 (電力法)が制定された。 

内容は非常に概念的であり、詳細に関しては政令及び大臣令において規定される。 

 

関係政令に関しては「電力に関する法令 2009 年 30 号」成立 1 年後に成立させなくてはな

らないとされていりものの、現時点(2010 年 9 月)においてもで策定作業は途上である。なお、

「電力に関する法令 1985 年 15 号」に基づく関係政令は 15 個存在したが、「電力に関する

法令 2009 年 30 号」では図 10.1-1 の通り、3 個の新政令に整理・統合する予定であり内容

は以下の通り構成され概念的なものとなる予定である。 

 

 国際連系に関するもの 

 建設業者やコンサルタント会社に関わるもの 

 安全に関わるもの 

 

 

図 10.1-1 新旧電力法の体系比較 

また、新大臣令に関しては、既存の大臣令の修正・追加等を行うのがメインのタスクであ
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る。なお、本調査結果である調査団の提案は新大臣令作成時の参考とされ、大臣令に反映

される予定である。 

 

10.2. 調査団提案内容の新政令への反映状況 

新政令案は、現時点（2010 年 2 月 1 日）では MEMR 内で政令案の詳細の詰めが続いて

おり、非公開である。従って、詳細については不明であるが、Minutes of Meetings（2010

年 2 月 1 日）で合意されたアクション・プランの内容に従い、以下に新政令への反映状

況を述べる。 

 

10.2.1. 国家安全要件 

第 6 章で述べた調査団からの「国家安全要件」という提案を受け、新政令には電力供給の

安全確保のあり方に関してより具体的に規定すべく、国家安全要件の保安原則の内容が盛

り込まれる予定である。 

 

10.2.2. 保安規程制度 

第 7 章で述べた調査団からの「保安規程」という提案を受け、新政令には設備保安に関す

る政府と事業者の役割を明確にし、設備保安を担保する制度に関する内容が盛り込まれる

予定である。 

 

10.2.3. 技術責任者制度 

第 8 章で述べた調査団からの「技術責任者」という提案を受け、新政令には電力安全分野

に責任を負う技術責任者制度に関する内容が盛り込まれる予定である。 

 

10.3. 詳細規程の整備(今後の方向性) 

仮に、現在 MEMR にて策定中の新政令案が、現行の草案から大幅な変更がなく承認され、

上記の 10.2 節で述べた通り、調査団が提案した新しい制度が政令に反映されることになっ
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たとしても、新政令で規定される内容は 1～2 行程度の一般的な記述にとどまっており、新

制度の内容を精密に定義した規定になっているとは言い難い。 

 

これは、日本の電気事業法は全 170 条あるのに対し、インドネシアの電力法(2009 年 30 号)

は全 56 条、かなり簡素な規程事項にとどまっており、そもそも両国間で法体系が異なって

いることによるものと考えられる。従って、日本では電気事業法で規定されるべき事項の

一部が、インドネシアでは電力法のレベルでは勿論、政令レベルにおいてさえも詳細すぎ

る規程と見なされ、さらに下位の大臣令等で規定すべき事項と位置づけられている。 

 

ガイドライン、通達等

電力法
(2009年第30号)

政令

大臣令

電気事業法
(1964年第170号)

経済産業省令
- 電気事業法施行規則
- 電気設備(発電用火力設備、発電用水力

設備)に関する技術基準を定める省令

全56条

全123条

インドネシアの法体系インドネシアの法体系 日本の法体系日本の法体系

より詳細な規定

電気事業法施行令全9条

全138条

上位法において
詳細な規定

上位法において
詳細な規定

法律および政令レベルでは
概念的な規定のみ

法律および政令レベルでは
概念的な規定のみ

ガイドライン、通達等

電力法
(2009年第30号)

政令

大臣令

電気事業法
(1964年第170号)

経済産業省令
- 電気事業法施行規則
- 電気設備(発電用火力設備、発電用水力

設備)に関する技術基準を定める省令

全56条

全123条

インドネシアの法体系インドネシアの法体系 日本の法体系日本の法体系

より詳細な規定

電気事業法施行令全9条

全138条

上位法において
詳細な規定

上位法において
詳細な規定

法律および政令レベルでは
概念的な規定のみ

法律および政令レベルでは
概念的な規定のみ

 

図 10.3-1 電力に関する、インドネシアと日本との法体系の違い 

従って、調査団が提案した新しい制度が、有効に機能する制度としてインドネシアの新し

い法体系に反映されたかどうか評価するには、新政令に続いて策定予定の新大臣令等の完

成まで待つ必要がある。 

 

新電力法 ( 2 0 0 9 年第3 0 号)
(2009年9月議会により 承認)

新電力法 ( 2 0 0 9 年第3 0 号)
(2009年9月議会により 承認)

新政令( 電力供給事業に関する政令)
(2010年9月までに制定予定)
新政令( 電力供給事業に関する政令)
(2010年9月までに制定予定)

新大臣令 (未定)新大臣令 (未定)

実施ガイ ド ラ イ ン等 (未定)実施ガイ ド ラ イ ン等 (未定)

要整備

2009年12月時点2009年12月時点

 

図 10.3-2 新電力法の制定および関連政令等の整備予定 
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調査団では、本調査が終了した後、新政令に続いて新大臣令等を策定する過程において調

査団からの提案内容を反映した制度設計が行われるべく、「アクション・プラン」の確実

な実施に関する合意を Minutes of Meetings（2010 年 2 月 1 日）にて結んだ。
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第11章 今後に向けた提言 

11.1. 今後現地カウンターパート機関が実施すべきアクション・プラン 

本調査の成果を最終的に「制度化」という形で結実させるべく、本調査の終了後に引き続

き現地側にて行うことが望まれている作業について、表 11.1-1 の通り、「アクション・プ

ラン」として整理した。この「アクション・プラン」は、第５次現地調査期間中に調査団

から現地側に提示され、最終の第６次現地調査期間中に調査団と現地側カウンターパート

機関である MEMR と協議を行った。現地側から出された意見等を踏まえて修正を加えた上

、調査団長と MEMR の電力エネルギー利用総局電力技術・環境規制局長との間で、最終現

地調査の Minutes of Meeting の一部として合意の署名が取り交わされた。 
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表 11.1-1 今後現地カウンターパート機関が実施すべき「アクション・プラン」 

大項目 提言事項 推奨されるアクション 担当箇所 
時期 

(いつまでに)
調査団からの支援 MEMR からのコメント 

政令の完成 
SDEE、 
SDEIS 
および SDES 

2010 年 9 月 

関連する大臣令の策定 
SDEE、 
SDEIS 
および SDES 

2010 年 9 月 

参考として、日本における同様の
法令の条文を紹介 

調査団からの提案は、新しい政令・大臣令を策定するのに利用
される。ただし、具体的にどのように適用されるかについては、
MEMR 内での更なる議論を必要とする 

関係者の理解を深めるための、フォー
ラム/セミナー/ワークショップの開催 

SDEE、 
SDEIS 
および SDES 

2010 年 9 月 特になし 

国家安全要件の法制化 

啓発資料の配付  
(草稿は調査団が作成) 

SDEE、 
SDEIS 
および SDES 

2010 年 9 月 啓発資料の草稿を作成し提供 

MEMR は、予算の許す範囲内でできる限り、会合を開催するとと
もに、啓発資料の配布を行う 

詳細な評価基準を規定した、国家安
全要件の実施ガイドラインを策定 

SDEE、 
SDEIS 
および SDES 

2011 年 12 月
MEMR では、日本の例も参考にしつつ、実施ガイドラインの策定
を行っていく  

国家安全要件 

国家安全要件実施に関するガ
イドライン・細則の作成 SNI/PUIL が電力供給に関する全ての

設備を網羅するよう、SNI/PUIL の整
備を加速 

SDEE 
および SDES 

2010 年 12 月

参考に、日本の「電気設備(および
火力・水力設備)の技術基準の解
釈」の翻訳を提供 MEMR では、SNI/PUIL の完成プロセスを加速化するよう、試み

る。ただし、優先順位としては、「国家安全要件」の策定作業を優
先する 

政令の完成 
SDEE 
および SDEIS 

2010 年 9 月 

関連する大臣令の策定 
SDEE 
および SDEIS 

2010 年 9 月 

参考として、日本における同様の
法令の条文を紹介 

調査団からの提案は、新しい政令・大臣令を策定するのに利用
される。ただし、具体的にどのように適用されるかについては、
MEMR 内での更なる議論を必要とする 

関係者の理解を深めるための、フォー
ラム/セミナー/ワークショップの開催 

SDEE 
および SDEIS 

2010 年 9 月 特になし 
保安規程制度の法制化 

啓発資料の配付  
(草稿は調査団が作成) 

SDEE 
および SDEIS 

2010 年 9 月 啓発資料の草稿を作成し提供 

MEMR は、予算の許す範囲内でできる限り、会合を開催するとと
もに、啓発資料の配布を行う 

保安規程策定に関する、政府と事業
者との役割を確定 

SDEE 
および SDEIS 

2010 年 9 月 
調査団からの提案を基に、MEMR
のスタッフと協議 

保安規程制度の詳細に関する
ガイドライン・細則の作成 保安規程の仕様に関する詳細なガイ

ドラインを整備(保安規程のテンプレー
トを用意) 

SDEE 
および SDEIS 

2011 年 12 月
調査団からの提案を基に、MEMR
のスタッフと協議 

関係機関とも相談の上、新しい大臣令に織り込まれる見通し 

保安規程制度の全面導入に向
けたロードマップ 

保安規程制度を導入する時期・対象
設備について決定 

SDEE 
および SDEIS 

2010 年 9 月 
MEMR のスタッフと協議し、適宜
助言 

関係機関とも相談の上、新しい大臣令に織り込まれる見通し 
段階的実施の考え方については、調査団からも例を示して貰い
たい 

保安規程 

保安規程制度の対象領域拡大 
(将来の検討事項) 

保安規程制度の適用対象を、受電設
備および自家用発電に拡張 

SDEE 
および SDEIS 

2011 年以降 助言を行う(必要に応じ) 

電力供給設備への「保安規程」制度導入の効果を見極めた上、
MEMR では、電力利用設備への導入拡大の可能性について検
討したい 
「保安規程」制度を電力利用設備に対してどのように適用すれば
よいか、調査団より例示をして貰いたい 
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大項目 提言事項 推奨されるアクション 担当箇所 
時期 

(いつまでに)
調査団からの支援 MEMR からのコメント 

政令の完成 SDEE 2010 年 9 月 

関連する大臣令の策定 SDEE 2010 年 9 月 

参考として、日本における同様の
法令の条文を紹介 

調査団からの提案は、新しい政令・大臣令を策定するのに利用さ
れる。ただし、具体的にどのように適用されるかについては、
MEMR 内での更なる議論を必要とする 

関係者の理解を深めるための、フォー
ラム/セミナー/ワークショップの開催 

SDEE 2010 年 9 月 特になし 
技術責任者制度の法制化 

啓発資料の配付  
(草稿は調査団が作成) 

SDEE 2010 年 9 月 啓発資料の草稿を作成し提供 

MEMR は、予算の許す範囲内でできる限り、会合を開催するとと
もに、啓発資料の配布を行う 

技術責任者制度の詳細に関す
るガイドライン・細則の作成 

技術責任者の役割と責任を定義し
た、ガイドライン(保安規程のテンプ
レート)の策定 

SDEE 2011 年 12 月
日本の保安規程のサンプルを参
考に、MEMR スタッフと協議 

関係機関とも相談の上、新しい大臣令に織り込まれる見通し 

技術責任者制度の全面導入に
向けたロードマップ 

技術責任者制度を導入する時期・対
象設備について決定 

SDEE 2010 年 9 月 
MEMR のスタッフと協議し、適宜
助言 

関係機関とも相談の上、新しい大臣令に織り込まれる見通し 
段階的実施の考え方については、調査団からも例を示して貰い
たい 

技術責任者制度の対象領域拡
大(将来の検討事項) 

技術責任者制度の適用対象を、受電
設備および自家用発電に拡張 

SDEE 2011 年以降 助言を行う(必要に応じ) 

電力供給設備への「技術責任者」制度導入の効果を見極めた上、
MEMR では、電力利用設備への導入拡大の可能性について検討
したい 
「技術責任者」制度を電力利用設備に対してどのように適用すれ
ばよいか、調査団より例示をして貰いたい 

Competency Unit の完成 
調査団提供の 1st ドラフトを基に、
Competency Unit を完成 

SDEE 2010 年 12 月 助言を行う(必要に応じ) 
MEMR は、調査団が Competency Units の全リストについてドラ
フトを提供することを望む 

技能基準の認可に向けた諸手
続き 

完成した技能基準を MEMR 内で承認 SDEE 2011 年 6 月 特になし 
技能基準がエネルギー鉱物資源大臣の承認を受ければ、BNSP
への通告は不要 

資格認定業務を請け負う団体の決定 SDEE 2011 年 12 月

上記の資格認定団体に対し、資格認
定制度の整備を支援 

SDEE 2011 年 12 月

既存の資格認定機関と協議 
(必要に応じ) 

資格認定業務を委託する合意書を上
記の資格認定団体と締結 

SDEE 2011 年 12 月 特になし 
技術責任者認定のための制度
枠組みの整備 

技術責任者の登録を所管する部署を
MEMR 内に設置 

SDEE 2011 年 12 月 特になし 

関係機関とも相談の上、新しい大臣令に織り込まれる見通し 

全ての応募候補者を認定するのに要
する業務負荷を推定 

SDEE 2010 年 9 月 助言を行う(必要に応じ) 

技術責任者認定を全面実施するまで
の移行期間について検討 

SDEE 2010 年 9 月 助言を行う(必要に応じ) 

技術責任者 
(制度) 

技術責任者認定制度の実施に
向けたロードマップ 

フォーラム/セミナー/ワークショップの
開催および啓発資料の作成 
(必要に応じ) 

SDEE 2010 年 9 月 特になし 

関係機関とも相談の上、新しい大臣令に織り込まれる見通し 

(注)  SDEE: Sub-Directorate of Electricity Engineers (電気技術者課、Arief Indarto 氏) 

 SDEIS: Sub-Directorate of Electricity Installation and Safety (電気設備安全課、Pahala Lingga 氏) 

 SDES: Sub-Directorate of Electricity Standardization (電気設備標準課、Alihudin Sitompul 氏) 
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11.2. 国家安全要件 

11.2.1. 国家安全要件の法制化および導入に向けた促進活動 

現在検討中の「電力供給事業に関する政令」は、新電力法（電力に関する法令 2009 年 30

号）の規程に基づき、2010 年 9 月までに策定されることが義務づけられているが、2010 年

9 月現在策定作業は途上である。同政令の草案は現時点でまだ公開されていないものの、

MEMR によると、「電力安全規程は、以下の状況の実現を目的とする」との記載があり、そ

の下に羅列された項目の筆頭に「設備の信頼性と安全」が挙げられている模様である。こ

のことから、この条文を前提に、今後整備される大臣令等にて、「国家安全要件」として調

査団が提案した事項が制度化されるよう協議が続けられる。 

 

現在実施中の政令の承認プロセスと並行して、関連する大臣令等の策定作業が開始され、

同政令の承認後速やかに「国家安全要件」の詳細な制度設計が完了することが求められる。

調査団では本調査期間中に、日本の電気事業法および関連法令における「主任技術者」に

関する条文等を参考として随時提供した。 

 

政令および大臣令等の策定作業と並行して、MEMR では、「国家安全要件」の速やかな導入

が図られるべく、本制度の導入に影響を受ける電力セクター関係者に対する理解活動を進

めていく。具体的には、関係者を招いたフォーラム、セミナー、ワークショップを開催す

るとともに、新制度を容易に理解してもらうための啓発資料を活用する。啓発資料につい

ては、調査団にてインドネシア語訳も作成して 2010 年 1 月の第 5 次セミナーにおいて配布

した。本調査終了後も、MEMR は継続的に啓発資料の更新を続け、随時関係者に配布して

いく。 

 

また、MEMR 主催の本制度導入に向けた理解促進ワークショップにおいて、参加者から、

「民間事業者が確実に法令を遵守するよう、国家安全要件は政令あるいは大臣令レベルに

て法制化されるべきである。」とのコメントを得ている。本調査では、インドネシア国の電

力セクターが置かれている現在の状況に関する考察も踏まえ、電力設備保安を改善するた

めの新しい制度として、「国家安全要件」、「保安規程」、および「技術責任者」の 3 つの制

度を提案しており、本調査の成果であるこれら 3 つの制度が最終的に「制度化」という形

で結実し、電力設備保安の改善に資するためには、法制化が必須と考えられる。そのため、

インドネシア国の法体系を鑑みると、政令では概念的な規程のみを行い、詳細な事項につ

いては大臣令およびガイドライン等にて規定する必要があると考えられる。 
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11.2.2. 国家安全要件実施に関するガイドライン・細則の作成 

本調査で調査団が提案する「国家安全要件」は、インドネシアにおける電気事業に関する

基本法令に基づく設備形成に関する基本技術要件である。 

 

インドネシアでは、電力自由化が進行中であり、現時点でもすでに IPP 事業者など同国電気

事業を担う事業者が多数参入してきている。このような状況下においても、電力設備は、

電気事業に関する法令に基づき、どのような視点から見ても適切に形成されなければなら

ない。これまでに述べたとおり、調査団が提案する「国家安全要件」は、インドネシアで

電気事業に関わる全事業者が設備形成の拠り所とする概念規程という位置づけとしている。

つまり全事業者にとって、電力設備を安全に建設・維持していくための共通プラットフォー

ムである。 

 

現在提案中の「国家安全要件」は、前述のとおり概念規程という位置づけであるため、様々

な電力設備が、どうあるべきかという規程にとどめている。そこで、「国家安全要件」を遵

守した設備形成を実施するための、より具体的な設備形成方法を示した詳細規程を整備す

ることが必要である。 

 

そこで、「国家安全要件」が概念的な規程であることを踏まえ、同要件が有効に機能するた

めに、「国家安全要件」を遵守する電力設備形成を実施するためのガイドラインを整備する

必要がある。ガイドラインは、具体的な設備形成のための体系的な基準を示す (数値的な

ベンチマークを示す)。 

 

「国家安全要件」を遵守した設備形成がなされているかを判断できるようにするため、上

記で推奨するガイドラインを整備することは、どのような事業者にとっても公平で適切な

設備形成をしていくための指針となる。 

 

11.2.3. SNI/PUIL の早期完成 

第 3 章で述べたとおり、SNI は、国家標準化に関する政令にて、整備を推進することが義務

付けられている。現時点で、発電、送電、配電および受電の各分野において、配電以下の

設備については、基本的に整備されている。 

 

引き続き、配電分野だけでなく、現在検討中の「電力供給事業に関する政令」おける電力

設備安全の規程を踏まえ調査団が提案している「国家安全要件」との整合をとりつつ、発
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電・送電・変電の電力設備をカバーできるよう、早急に国家標準としての基準整備を推進

することが求められる。MEMR は、2011 年 12 月を目標に、整備を進めることとしている。 

 

今後、SNI を完成していく上で、上位概念である「国家安全要件」への準拠を前提に策定す

る必要があり、仮に、既存の技術基準の一部が「国家安全要件」で求められている仕様を

十分満足していないと見なされる場合においては、該当する箇所について見直しを図る等、

適切な補強を施すことが求められる。 

 

11.3. 保安規程制度 

11.3.1. 保安規程制度の法制化および導入に向けた促進活動 

「保安規程制度」についても今後整備される大臣令等において、調査団が提案した内容を

基に法制化の検討が MEMR を中心に進められる。調査団は本調査期間中に、日本の電気事

業法および関連法令における「技術責任者」に関する条文等を参考として提供した。 

 

政令および大臣令等の策定作業と並行して、MEMR では、「保安規程」の速やかな導入が図

られるべく、本制度の導入に影響を受ける電力セクター関係者に対する理解活動を進めて

いく。具体的には、関係者を招いたフォーラム、セミナー、ワークショップを開催すると

ともに、新制度を容易に理解してもらうための啓発資料を活用する。啓発資料については、

調査団にてインドネシア語訳も作成して 2010 年 1 月の第 5 次セミナーにおいて関係者に配

布した。本調査終了後も、MEMR は継続的に啓発資料の更新を続け、随時関係者に配布し

ていく。 

 

また、MEMR 主催の本制度導入に向けた理解促進ワークショップにおいて、参加者から、

「保安規程は、政令または大臣令レベルにて法制化して民間セクターへ義務づけることに

より、確実に順守させるべきである。」とのコメントを得ている。本調査では、インドネシ

ア国の電力セクターが置かれている現在の状況に関する考察も踏まえ、電力設備保安を改

善するための新しい制度として、「国家安全要件」、「保安規程」、および「技術責任者」の 3

つの制度を提案しており、本調査の成果であるこれら 3 つの制度が最終的に「制度化」と

いう形で結実し、電力設備保安の改善に資するためには、法制化が必須と考えられる。そ

のため、インドネシア国の法体系を鑑みると、政令では概念的な規程のみを行い、詳細な

事項については大臣令およびガイドライン等にて規定する必要があると考えられる。 
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11.3.2. 保安規程制度の詳細に関するガイドライン・細則の作成 

インドネシアでは電力セクターにおける一層の効率化を図るべく電力自由化が進行中であ

り、これに伴い、電力設備の保安確保についても政府の介入は最小限に留め、可能な限り

事業者の裁量にて行われることが、効率化の推進と事業者の安全レベルの向上に資すると

考えられる。こうした理由から、政府と事業者の責任の所在を明確にし、事業者が事業活

動をつうじて保有設備を「国家安全要件」に自律的に適合維持させることを目的として、

調査団は「保安規程」制度の導入を提案し、MEMR 他関係者から広く受け入れられたとこ

ろである。 

 

今後は保安規程制度の導入に向けて、制度の詳細に関するガイドライン・細目を作成し、

政府と事業者の役割分担や責任の所在を明確に定義する必要がある。例えば、事業者が保

安規程に記載すべき項目をガイドライン等で示すなど、各事業者が「保安規程」を作成す

る過程において政府がどの程度関与すべきか、政府と事業者の能力や実情を十分考慮し、

各々の役割と責任を明確にする必要がある。 

 

また、様々な理由から事業者単独では保安規程の作成が難しい場合には、同様の事業形態

の複数事業者が共同で業界での保安規程を作成することも検討する必要がある。 

11.3.3. 保安規程制度の全面導入に向けたロードマップ 

保安規程制度を円滑かつ確実に導入するため、あらかじめ MEMR にて全面導入に向けた

ロードマップ、つまりはどの時期にどの範囲までを導入するのかを決定し、関係者に示す

必要がある。まずは発電所等の重要度が高い設備から先行導入し、初期に生じる問題点や

課題を解決した上で順次、範囲を拡大することで、スムーズな導入が期待できる。また、

円滑な導入を推進するために、MEMR は関係者を招いたセミナー等で導入方法・時期につ

いて精密な議論を重ねていく。 

 

11.4. 技術責任者制度 

11.4.1. 技術責任者制度の法制化および導入に向けた促進活動 

「技術責任者制度」についても今後整備される大臣令等において、調査団が提案した「技

術責任者」を基に法制化の検討が MEMR を中心に進められる。調査団は本調査期間中に、

日本の電気事業法および関連法令における「技術責任者」に関する条文等を参考として提



 
 
 

第 11 章 今後に向けた提言 

 

11-8 
 

供した。 

 

政令および大臣令等の策定作業と並行して、MEMR では、「技術責任者」の速やかな導入が

図られるべく、本制度の導入に影響を受ける電力セクター関係者に対する理解活動を進め

ていく。具体的には、関係者を招いたフォーラム、セミナー、ワークショップを開催する

とともに、新制度を容易に理解してもらうための啓発資料を活用する。啓発資料について

は、調査団にてインドネシア語訳も作成して 2010 年 1 月の第 5 次セミナーにおいて関係者

に配布した。本調査終了後も、MEMR は継続的に啓発資料の更新を続け、随時関係者に配

布していく。 

 

また、保安規程と同様、技術者責任者制度についても、MEMR 主催の本制度導入に向けた

理解促進ワークショップにおいて、参加者から、「技術責任者制度は、政令または大臣令レ

ベルにて法制化して民間セクターへ義務づけることにより、確実に順守させるべきであ

る。」とのコメントを得ている。本調査では、インドネシア国の電力セクターが置かれてい

る現在の状況に関する考察も踏まえ、電力設備保安を改善するための新しい制度として、

「国家安全要件」、「保安規程」、および「技術責任者」の 3 つの制度を提案しており、本調

査の成果であるこれら 3 つの制度が最終的に「制度化」という形で結実し、電力設備保安

の改善に資するためには、法制化が必須と考えられる。そのため、インドネシア国の法体

系を鑑みると、政令では概念的な規定のみを行い、詳細な事項については大臣令およびガ

イドライン等にて規定する必要があると考えられる。 

11.4.2. 技術責任者制度の詳細に関するガイドライン・細則の作成 

インドネシア電力セクターでは、PLN による独占体制から、IPP による新規参入も含めて多

様な事業形態により電力供給設備が運営される体制に移行している。こうした状況を踏ま

え、各設備の保安管理を担当する責任の所在を明確に規定し、それを法的に担保すること

は設備保安を維持するうえで重要である。 

 

ただし、提案する「技術責任者」の制度は電力セクターにとって新しい概念であることか

ら、MEMR はガイドライン・細目を作成して、「技術責任者」の役割と責任を明確にする。

例えば、以下のような項目について指針を作成する。 

 

 「技術責任者」の配置に関する事項。例えば、ビジネスユニット毎に技術責任者を

配置することや、職制に関する事項についての方針を記載する。 

 「技術責任者」の役割・責任に関する事項。違反があった場合の扱い(ペナルティー

等)についても方針を定める。 
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11.4.3. 技術責任者制度の全面導入に向けたロードマップ 

技術責任者制度は保安規程と密接に関係があり、前述の保安規程制度を導入する場合の

ロードマップと同様の考え方ができる。発電所等の重要度が高い設備に優先的に技術責任

者制度を導入し、発生する問題点を解決しながら、徐々に対象範囲を拡大していくことが

現実的であると考えられる。また、円滑な導入を推進するために、MEMR は関係者を招い

たセミナー等で導入方法・時期について精密な議論を重ねていく。 

11.4.4. 技術責任者制度の対象領域拡大(将来の検討事項) 

技術責任者制度についても対象範囲は当面電力供給設備(発電、送電、配電)とするが、将来

の検討事項として、電力設備全般の保安確保の観点から電力利用設備や自家用発電設備ま

で本制度の対象領域を拡大することが望まれる。 

以下は、制度の段階的導入の一例を示したものである。設備資産や事故時リスクの重要度

に着目すべきというステークホルダーの意向を踏まえて、優先度を考慮した。 

なお、対象領域の拡大に関しては、関係機関からの意見聴取を確実に行い、義務化までに

適当な猶予期間を設ける等の移行措置を実施する必要がある。また、中圧以上の受電設備

や自家用発電設備に関しては、本調査の主旨を理解し、十分な安全確保が得られることを

前提に、既存制度における安全担当者が技術責任者に代わることが可能になるような制度

設計を考慮する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11.4-1 技術責任者制度ならびに保安規程の段階導入イメージ 
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11.5. 技術責任者に求められる能力要件 

11.5.1. 技術責任者の技能基準の策定 

前項で述べた技術責任者制度の全土への普及、および着実な実施について、技術責任者に

必要となる要件を明確に整理し、権威ある資格を与えることは重要である。インドネシア

では既に電力技術者のための技能基準化を実現するため、「電力技術者技能基準化に関する

エネルギー鉱物資源大臣令 No.2052K/40/MEM/2001」が定められ、同大臣令に基づき電力エ

ネルギー利用総局長により「技能基準」の策定、技術者の育成、技能基準認証機関の監督

が行われている。このため、調査団では第５次現地調査時に DGEEU の技能基準担当スタッ

フと協議を進め、本提案である技術責任者の技能認定についても、現行技能基準の各制度

に従うことでスムーズな導入を目的に、技術責任者の能力要件を整理・提案した。 

 

この調査団が提案した技術責任者の能力要件は、添付資料―４のとおりであるが、｢基本能

力｣に加え、それぞれ５種類の電力設備毎の業務内容別に建設・運転・保守に３分類した計

１５分野の「設備技能基準」を提案した。これらは、図 9.1 4 にサンプルを示すとおり、

DGEEU の技能基準として策定される。そのフォーマットの構成は、当該技能基準の名称・

解説に加え、この資格を取得するに必要となる技能要素（Competency Elements）と呼ばれ

る最小単位の要素に細分化され、それぞれの要素は共通能力・コア能力・オプショナル能

力として列挙されるフォームとなっている。 

 

調査団では技術責任者の「技能基準フォーマット(案)」を作成し、第５次現地調査期間に電

力エネルギー利用総局(DGEEU)へ提案、第６次現地調査では、同提案に対してインドネシ

ア側からの追加リクエストに基づき、よりインドネシアの既存フォーマットに合った技能

基準へ修正を行い再提示した。 

 

11.5.2. 技能基準を定める技能要素の策定 

個々の技能基準を評価する最小単位の指標が技能要素と呼ばれ、これらの要素を習得する

ことで技能基準の資格を得ることができる。図 9.1 5 のフォームに示すとおり、技能要素は、

要素とそれを説明する作業性能クライテリアで構成されている。 

 

調査団は電力エネルギー利用総局(DGEEU)との度重なる協議の末、技術責任者に求められ

る個々の技能要素の検討を繰り返し、第 6 次現地調査にて検討結果を提示した。具体的に

は前述した「技能基準フォーマット(案)」の建設・運転・保守のそれぞれに対し、計画・設
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計・工事・事故復旧・運転管理・点検巡視・補修作業等さらに細かく分けた能力要素を追

加提案した。 

 

これら技能基準フォーマットおよび技能要素の策定は、2010 年 2 月に DGEEU、電力会社、

認定機関、その他ステークホルダーからなるテクニカルチームが発足され、調査団の提案

内容をレビューし、ドラフトの作成が進められている。調査団はインドネシア側からのリ

クエストに応え、作成作業に必要な技術支援を日本から行った。提案内容は添付資料の通

りである。 

 

インドネシア側は調査団の技術支援を受け、技能基準・技能要素(Performance Criteria)のユ

ニットを作成後、次のステップとなる作業性能の条件や能力レベルの評価を行う。最終的

には利害関係を有する参加者によって構成される「コンセンサス・フォーラム(2010 年末開

催予定)」で議論され、「技能基準策定技術委員会」を経て、2010 年末には技術責任者の能

力要件である技能基準が正式に制定されることとなる。 

11.5.3. 技術責任者認定のための制度枠組みの整備 

技術責任者の認定制度を整備するにあたっては、認定業務の引き受け手の決定、それら機

関に対する準備支援の方策を早期に策定する必要がある。技術責任者制度自体の導入にあ

たっては、移行期間を設定することが現実的と考えられるが、この移行期間の終了時点で

は、認定制度が円滑に通常運用に入っていなければならない。 

 

制度枠組みの完成のためには、技能基準の早期の完成が前提になるとともに、第 9 章で調

査団が提案した認定制度の枠組みをインドネシアの実情に合わせて、カスタマイズする必

要がある。これらについては、MEMR がワークショップやセミナーなどを開催し、幅広い

関係者を巻き込んだ意見交換を行うことで、最適な制度設計のコンセンサスを迅速に得て、

整備作業を進めていく。 

 

11.5.4. 技術責任者認定制度の実施に向けたロードマップ 

技術責任者制度の導入移行期間終了後に必要とされる認定業務量に関しては、既存の認定

機関が新たに技術責任者の認定にあたるとした場合、新規にリソースをどれだけ投入する

必要があるか見極める必要がある。この作業量については、インドネシア全土で必要とさ

れる技術責任者の数や、引退等の自然減に対応するため例年必要となる技術責任者の認定

数などを試算した上で MEMR が決定する。また、移行期間の長さ次第では、制度の整備の
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ための作業量や密度は大幅に変化してくる。移行期間に十分な猶予が与えられなければ、

新制度に対応するための業務密度は大きくならざるを得ない。認定機関の負担を大きくし

ないためにも、移行期間終了後の通常運用で必要とされるリソースと、制度の整備に投入

すべきリソースが大きく隔たらないように移行期間の設定については、MEMR とステーク

ホルダーで十分な検討を行う。 

 

11.6. 啓発資料の作成 

調査団が提案した 3 つの制度は、インドネシアの電力関係者にとって新しい制度であり、

これらの法制化および導入の促進には、多くの電力関係者の正しい理解が欠かせない。こ

のため、調査団は、3 つの制度の概要に加え、本調査で開催したセミナー等においてインド

ネシア関係者より頻繁に尋ねられた質問とそれに対する調査団からの回答を簡潔にまとめ

たハンドブックを啓発資料として作成し、C/P に提示するとともに、2010 年 1 月に実施し

た最終セミナーにて参加者にその草案を配布した。 

 

啓発資料は、提案の制度に対するインドネシア関係者から実際に挙げられた疑問とその回

答であるため、インドネシア関係者の理解促進に寄与するものと期待され、本調査終了後

も、MEMR は継続的に啓発資料の更新を続け、随時関係者に配布していく。 


	第8章 技術責任者(Engineering Manager)制度の導入
	8.1. 技術責任者(Engineering Manager)制度の基本概念
	8.1.1. 技術責任者制度に関する調査団の提案
	8.1.2. 技術責任者制度の概要
	8.1.3. 技術責任者の配置ならびに組織内での位置付け

	8.2. 技術責任者が担う職務および役割

	第9章 技術責任者に求められる能力要件および資格制度の整備
	9.1. 技術責任者に求められる能力要件
	9.1.1. 調査団が提案した能力要件の基本構成、評価指標
	9.1.2. Competency Unit様式の作成

	9.2. 資格認定(Qualification)および免許(Licensing)制度
	9.3. 制度導入に向けた条件整備(今後の方向性)
	9.4. 技術責任者養成のための人材育成
	9.5. 資格取得後の能力維持方策

	第10章 法制化に向けた検討
	10.1. 法令改正の動向
	10.1.1. 新電力法の成立および関連制令等の整備状況

	10.2. 調査団提案内容の新政令への反映状況
	10.2.1. 国家安全要件
	10.2.2. 保安規程制度
	10.2.3. 技術責任者制度

	10.3. 詳細規程の整備(今後の方向性)

	第11章 今後に向けた提言
	11.1. 今後現地カウンターパート機関が実施すべきアクション・プラン
	11.2. 国家安全要件
	11.2.1. 国家安全要件の法制化および導入に向けた促進活動
	11.2.2. 国家安全要件実施に関するガイドライン・細則の作成
	11.2.3. SNI/PUILの早期完成

	11.3. 保安規程制度
	11.3.1. 保安規程制度の法制化および導入に向けた促進活動
	11.3.2. 保安規程制度の詳細に関するガイドライン・細則の作成
	11.3.3. 保安規程制度の全面導入に向けたロードマップ

	11.4. 技術責任者制度
	11.4.1. 技術責任者制度の法制化および導入に向けた促進活動
	11.4.2. 技術責任者制度の詳細に関するガイドライン・細則の作成
	11.4.3. 技術責任者制度の全面導入に向けたロードマップ
	11.4.4. 技術責任者制度の対象領域拡大(将来の検討事項)

	11.5. 技術責任者に求められる能力要件
	11.5.1. 技術責任者の技能基準の策定
	11.5.2. 技能基準を定める技能要素の策定
	11.5.3. 技術責任者認定のための制度枠組みの整備
	11.5.4. 技術責任者認定制度の実施に向けたロードマップ

	11.6. 啓発資料の作成




